
 四日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

  令和２年３月２５日 

四日市市長  森  智 広 

四日市市条例第１９号 

   四日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例 

 四日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例（平成２７年四日市市条例

第２１号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

 （協議行為） 

第３条 国若しくは地方公共団体の機関

又は規則で定める公共的団体が前条第

１項の許可を受けなければならない行

為をしようとするときは、あらかじめ、

市長に協議することをもって足りる。 

 （協議行為） 

第３条 国若しくは地方公共団体の機関

又は規則で定める公共的団体が前条第

１項の許可を受けなければならない行

為をしようとするときは、あらかじめ、

市長に協議しなければならない。 

  

 （通知行為） 

第４条 前２条の規定にかかわらず、別表

第２に掲げる行為（別表第１に掲げる行

為を除く。）をしようとする者は、あら

かじめ、その旨を市長に通知することを

もって足りる。 

 （通知行為） 

第４条 前２条の規定にかかわらず、別表

第２に掲げる行為（別表第１に掲げる行

為を除く。）をしようとする者は、あら

かじめ、その旨を市長に通知しなければ

ならない。 

  

別表第３（第５条関係） 

 許可の基準 

行為の種類 要件 

 （略） 

宅地の造成

等 

１ 木竹が保全され、又は

適切な植栽が行われる土

地の面積の宅地の造成等

別表第３（第５条関係） 

 許可の基準 

行為の種類 要件 

 （略） 

宅地の造成

等 

１ 木竹が保全され、又は

適切な植栽が行われる土

地の面積の宅地の造成等



に係る土地の面積に対す

る割合（以下「緑地率」と

いう。）が、指定区域（特

に風致の維持を図る必要

があるとして市長が別に

定める区域をいう。）は６

０パーセント以上、指定区

域以外は３０％以上であ

ること。 

２から４まで （略） 

 （略） 
 

に係る土地の面積に対す

る割合（以下「緑地率」と

いう。）が、別表第４に掲

げる風致地区の区分ごと

に、それぞれ同表に掲げる

割合以上であること。 

 

 

２から４まで （略） 

 （略） 
 

  

 別表第４（別表第３関係） 

 風致地区別緑地率 

風致地区 緑地率 

四郷 ３０ 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の四日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例（以下「新条例」

という。）別表第３の規定は、この条例の施行の日以後になされた申請に係る新条

例第２条の許可から適用し、同日前になされた申請に係る許可については、なお従

前の例による。 

（都市整備部都市計画課） 

 


